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 資 料 ９  

子ども・子育て支援新制度に向けた基準の策定について 

 

 

「子ども・子育て支援新制度」では、施設及び事業の設備・運営に関する基準や保育の必要性の

認定の基準について、国が定める基準を踏まえて、各市町村が条例等で定めることとしている。本

区においては、次の案について本協議会及びパブリックコメントを通じて児童の保護者や児童福祉

に係る当事者からの意見を聴き、基準を決定する。 

 

 

 

１ 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準案（別紙１参照） 

  本基準案は、児童福祉法に基づき区が「家庭的保育事業等（家庭的保育事業、小規模保育事業、

事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業）」を認可するためのものである。 

条例で定める設備及び運営に関する基準（認可基準）は、国の基準のとおりとし、表の事項に

ついてのみ区が定める基準とする。 

◎ 区が定める基準 

  保育所型事業所内保育事業所（利用定員２０人以上） 

項 目 国基準 本区基準案 理 由 

設
備
・
面
積 

保
育
室
等 

*参酌すべき基準 

０・１歳児 

 乳児室 １人1.65㎡以上 

ほふく室１人3.3㎡以上 

 

０・１歳児 

乳児室 １人3.3㎡以上 

ほふく室１人3.3㎡以上 

現行の都の保

育所基準に合

わせるため。 

 

 

 

２ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準案（別紙２参照） 

  本基準案は、子ども・子育て支援法に基づき、教育・保育施設（認定こども園、幼稚園、認可

保育園）及び地域型保育事業（家庭的保育事業等）について、区が、給付による財政支援の対象

として適切であるかを『確認』するためのものである。 

条例で定める『確認』のための基準は、全て国の基準のとおりとする。 
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３ 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準案（別紙３参照） 

  本基準は、児童福祉法に基づき、放課後児童健全育成事業（区においては「こどもクラブ」）に

ついて、その質を確保する観点から設けられるものである。 

条例で定める設備及び運営に関する基準は、国の基準のとおりとし、表の事項についてのみ区

が定める基準とする。 

◎ 区が定める基準 

項
目 

国基準 
本区 
基準案 

理 由 

開
所
時
間 

*参酌すべき基準 

○小学校の授業の休業日 

1日につき８時間以上 

を原則 

 

○小学校の授業の休業日 

以外の日 

１日につき３時間以上 

を原則 

 

 

○小学校の授業の休業日 

午前８時から午後７時 

までの時間を原則 

 

○小学校の授業の休業日 

以外の日 

小学校の授業の終了の

時刻から午後７時までの

時間を原則 

現在区内で実

施しているこ

どもクラブの

開所時間と同

水準以上とす

るため。 

 

 

４ 保育の必要性の認定に関する基準案 

  新制度では、保護者からの申請を受けた区が、客観的基準に基づいて、保育の必要性を認定し

たうえで、給付（施設型給付・地域型保育給付）を支給する。その認定に関する基準は、子ども・

子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号。別紙４参照）に規定されるが、このうち、

各市町村が定めるべき事項について、次のように定める。 

 （１）１月において、４８時間から６４時間までの範囲内で月を単位に市町村が定める時間以上

労働することを常態とすること。 

 

 

 

５ スケジュール（案） 

 今後の主なスケジュールは、以下の予定である。 
平成２６年７月２３日～８月１２日 パブリックコメント 実施 

９月２４日  子育て支援特別委員会 審議（基準条例議案について） 
１１月以降  認可・確認手続き及び保育の必要性の認定の申請開始 

平成２７年４月 １日  新制度施行 
 

現行の保育所入所基準における 
下限就労時間である５２時間と 
する。 


